
SmartDrive Fleet 利用規約

本「SmartDrive Fleet利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ス
マートドライブ（以下「当社」といいます。）が、見積書兼注文書（第3条第4項に
定義）又は契約内容通知書（第2条に定義）記載のユーザー（以下「ユーザー」とい
います。）に対し、当社のサービスであるSmartDrive Fleet（以下「本サービス」
といいます。）を提供するにあたり、ユーザーの皆様に遵守していただかなければ
ならない事項及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係を定めています。本
サービスをユーザーとしてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文を
お読み下さいますようお願い致します。本規約に同意されない場合、本サービスを
ご利用いただくことはできず、また、第3条第4項に基づき見積書兼注文書を承諾し
た場合は、本規約に同意したものとみなします。

第1条 適用
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係

を定めることを目的とし、ユーザーと当社の間の本サービスの利用に関わる
一切の関係に適用されます。

2. 当社が本ウェブサイト（第2条に定義）上で随時掲載する本サービスに関する
契約条件、ルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします

1. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他
の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出
願する権利を含みます。）を意味します。

2. 「本アプリ」とは、当社が管理及び運営を行う本サービスを利用するための
アプリケーションを意味します。

3. 「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://smartdrive.co.jp」で
あるウェブサイト及び当社が別途指定するウェブサイト（理由の如何を問わ
ず本ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後の
ウェブサイトを含みます。）の総称を意味します。

4. 「本端末」とは、本サービスを利用するために、ユーザーが自動車等の移動
体に装着する当社が定める様式の端末を意味します。

5. 「既存ユーザー」とは、2019年5月31日時点で、本サービスを利用している
ユーザーを意味します。

6. 「契約内容通知書」とは、既存ユーザーに対して発行された、契約期間、提
供プラン、利用する本端末の台数、利用料金その他の必要事項を記載した通
知書を意味します。

https://smartdrive.co.jp/


7. 「端末供給者」とは本端末を提供する法人を示します。端末供給者は当社ま
たは別途定める端末製造者が該当し、端末によって異なります。

8. 「API連携サービス」とは、本サービスに関して提供されるアプリケーショ
ン・プログラミング・インターフェース（以下「本API」といいます。）を通
じて本サービスの機能又は本サービスから提供される情報を利用することに
より、提供されるサービスをいいます。

第3条 利用契約
1. ユーザーは、当社の定める方法により、本サービスの利用を申し込むものと

します。本サービスの利用の申込みは、 本サービスを利用する個人又は法
人自身が行うものとし、原則として代理人による申込みは認められません。

2. ユーザーは、申込みにあたり、本サービスにおいて利用する本端末の台数及
び端末情報その他当社が定める事項について、真実、正確かつ最新の情報を
当社に提供しなければなりません。ユーザーが提供した情報が真実、正確か
つ最新でなかったことにより、ユーザーが本サービスを利用できなかった場
合であっても、 当社は、一切の責任を負わないものとします。

3. 第1項の利用の申込みに対して、当社が本サービスの利用が適当でないと判断
した場合には、当社は本サービスの利用を拒否することがあります。この場
合、当社は、本サービスの利用を拒否した理由を開示する義務を負わないも
のとします。

4. 当社は、第1項の利用の申込みの受領後、契約期間、利用する本端末の台数、
利用料金その他必要事項を記載した見積書兼注文書（以下「見積書兼注文
書」といいます。）をユーザーに対して発行します。ユーザーは、見積書兼
注文書に定める内容に同意する場合、見積書兼注文書に捺印した上で、当社
の定める方法によりこれを当社に提出します。かかる提出がなされた時点
で、ユーザーは見積書兼注文書を承諾したものとします。ユーザーが見積書
兼注文書を承諾した時点で、当社とユーザーとの間には、本規約の諸規定に
従い、見積書兼注文書が定める内容の本サービスの利用許諾契約（以下「利
用契約」といいます。）が成立します。

5. 本規約の条項と見積書兼注文書又は契約内容通知書の記載が異なる場合に
は、見積書兼注文書又は契約内容通知書の記載が優先して効力を有するもの
とします。

第4条 端末の台数又は提供プランの変更
1. ユーザーは、利用契約成立後に、利用する本端末の台数を変更しようとする

場合には、見積書兼注文書又は契約内容通知書が定める条件に従うものとし
ます。

2. 既存ユーザーは、利用する提供プランを新たな提供プラン（以下「新提供プ
ラン」といいます。）に変更しようとする場合には、契約内容通知書に定め
る条件に従うものとします。当社は、新提供プランの契約開始日から契約期
間の満了までの期間に関して、新提供プランを適用した見積書兼注文書を



ユーザーに対して発行します。ユーザーは、見積書兼注文書に定める内容に
同意する場合、第3条第4項に定める方法により見積書兼注文書を承諾するも
のとし、新提供プランに関する利用契約は、本規約の条項に従うものとしま
す。

第5条 管理者アカウント
1. ユーザーは、当社の定める方法により、本サービスに関する設定の変更その

他の手続を行う管理者を届け出るものとします。当社は、ユーザーに対し
て、当該管理者に限り使用することができるアカウント（以下「管理者アカ
ウント」といいます。）を発行します。

2. ユーザーは、管理者アカウントをユーザーが管理者として当社にあらかじめ
届け出た者以外の者に使用させてはならないものとします。ユーザーは、管
理者を変更する場合には、当社の定める方法により当社に届け出るものとし
ます。

3. 当社は、管理者アカウントを使用して行われた行為については、ユーザーに
より行われたものとみなすことができるものとします。

第6条 利用者
1. ユーザーは、当社所定の手続に従い、自己の役員、従業員又は委任、請負等

の継続的な契約関係にある者（以下併せて「役職員等」といいます。）を本
サービスの利用者として登録した上で本サービスを利用させることができる
ものとします。ユーザーにより、本サービスの利用者として登録された者を
以下「利用者」といいます。

2. ユーザーは、利用者の管理を自らの責任で行うものとし、利用者の休職、退
職その他の理由により、利用者が本サービスを利用しない状態となった場合
には、すみやかに当社所定の手続に従って、利用者としての登録を取り消す
ものとします。

3. ユーザーは、利用者に本規約を遵守させるものとし、利用者の行為をユー
ザーの行為とみなして一切の責任を負うものとします。

4. 当社が承諾した場合を除き、ユーザーは、自己の役職員等（ユーザーの親会
社、子会社、関連会社の役職員等を含む。）以外の者を利用者として登録し
てはならないものとします。

第7条 対価
1. ユーザーは、本サービスの利用の対価として、見積書兼注文書又は契約内容

通知書に定める支払方法及び記載に従って、利用料金及びこれにかかる消費
税相当額を支払期日までに当社に支払うものとします。銀行振込手数料等の
支払に要する費用は、ユーザーの負担とします。

2. ユーザーが本条に基づく支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損
害金（1年を365日とする日割計算）を当社に支払うものとします。



3. 第11条に定める本サービスの利用の停止又は中断が生じた場合その他事由に
よりユーザーが本サービスを利用することができない期間が生じた場合にお
いても、ユーザーは当該期間に関する利用料金の支払義務を免れないものと
します。

4. 利用契約が解除その他の事由により終了した場合でも、その事由又は終了の
時期の如何を問わず、当社は受領済みの利用料金をユーザーに返還せず、
ユーザーは既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとし
ます。

第8条 パスワード及びIDの管理
1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスにおけるアカウントのパス

ワード及びIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、
貸与、譲渡、名義変更又は売買等をしてはならないものとします。

2. 本サービスにおけるアカウントのパスワード又はIDの管理不十分、使用上の
過誤又は第三者の使用等による損害の責任はユーザーが負うものとし、当社
は一切の責任を負いません。

3. ユーザーは、本サービスにおけるアカウントのパスワード又はIDが盗まれた
り、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社
に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第9条 本サービスの利用
1. ユーザーは、利用契約の有効期間中、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に

違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用すること
ができます。

2. 本サービスの提供を受けるために必要な本端末、スマートフォン端末、タブ
レット端末その他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、
ユーザーの費用と責任において行うものとします。ユーザーが本サービス利
用にあたり準備維持している機器及び通信環境等に起因し、本サービスを利
用できなかった場合であっても本サービスの利用料金の返金含め、当社は一
切責任を負わないものとします。

3. ユーザーは、本端末の利用に関して、端末供給者の定める規定及び、本ウェ
ブサイトにおいて別途当社の定める本端末 使用上の注意を遵守するものと
します。当社及び端末供給者は、ユーザーがかかる使用上の注意を遵守しな
かったことにより生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。

4. ユーザーは、自らの本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィ
ルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策
を自らの費用と責任において講じるものとします。

5. 当社及び端末供給者が本サービス又は本端末に搭載されるソフトウェアを
アップデートした場合には、ユーザーは、本サービスの利用に必要なスマー
トフォン端末、タブレット端末その他機器、通信回線その他通信環境等を整



備し、本サービス又は本端末に搭載されるソフトウェアのアップデートを自
己の責任で行うものとします。なお、当社は、スマートフォン端末、タブ
レット端末のソフトウェアのアップデート等に対応する義務を負うものでは
ありません。

6. 当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を第三者
に再委託することができるものとします。

7. ユーザーは、当社がユーザーの本サービス利用履歴・登録情報（ログイン状
況、閲覧ページ、手続き履歴などを含みますが、これらに限られません。）
を本サービスのシステムを利用して閲覧・確認・要請に応じて編集すること
があることについて、予め承諾するものとします。

第10条 禁止行為
1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する

行為をしてはなりません。
1. 当社又は他のユーザーその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバ

シーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為（かかる侵害
を直接又は間接に惹起する行為を含みます。）

2. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

3. 法令又は当社若しくはユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反
する行為

4. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラ
ムを含む情報を送信する行為

5. 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為

6. 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送
信する行為

7. 本端末、本アプリ又は本サービスについてリバースエンジニアリング
その他の分析を行う行為

8. 当社による本サービスの運営を妨害する行為

9. 他人になりすます行為

10.複数のアカウントを作成する行為

11.本サービスにおいて虚偽の情報を送信する行為

12.他人に精神的又は経済的損害を与える行為

13.その他当社が不適切と判断する行為

2. 当社は、本サービスにおけるユーザーによる情報の送信行為が前項各号のい
ずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、ユーザー



に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除し、又はアカウ
ントを停止することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が
行った措置によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 本サービスの停止等
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知するこ

となく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができる
ものとします。

1. 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定
期的又は緊急に行う場合

2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

3. 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができ
なくなった場合

4. ユーザーが利用料金及びこれにかかる消費税相当額の全部又は一部の
支払を怠った場合

5. その他ユーザーが本規約に違反した場合

6. その他当社が停止又は中断を必要と合理的に判断した場合

2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。
この場合、当社はユーザーに事前に通知するものとします。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりユーザーに生じた損害につい
て一切の責任を負いません。

4. 本条第1項第4号または第5号の事由が生じたときは、ユーザーは第7条2項に基
づき 違約金を当社に対して支払うものとします。ただし、見積書兼注文書
又は契約内容通知書に別段の定めがある場合は、当該定めを優先させるもの
とします。

第12条 情報の保存

当社は、ユーザーが送受信したメッセージその他の情報を本サービスの運営上一定
期間保存する場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、い
つでもこれらの情報を削除することができるものとします。なお、当社は本条に基
づき当社が行った措置によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いませ
ん。

第13条 ダウンロード等についての注意事項

ユーザーは、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、ダウンロー
ドその他の方法により本アプリその他のソフトウェア等を、スマートフォン端末、
タブレット端末その他の機器にインストールする場合、ユーザーが保有する情報の



消滅若しくは改変又は機器の故障若しくは損傷等が生じないよう十分な注意を払う
ものとし、当社はユーザーに生じたかかる損害について一切責任を負わないものと
します。

第14条 知的財産権

本アプリ及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許
諾している者に帰属しており、本端末に関する知的財産権は全て端末供給者又は端
末供給者にライセンスを許諾している者に帰属します。本サービスの利用許諾は、
本アプリ、本端末又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾してい
る者、又は端末供給者又は端末供給者にライセンスを許諾している者の知的財産権
の使用許諾を意味するものではありません。ユーザーは、いかなる理由によっても
当社若しくは当社にライセンスを許諾している者又は端末供給者又は端末供給者に
ライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行
為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これ
らに限りません。）をしないものとします。

第15条 解除等

利用契約の当事者は、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じたときには、催
告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解
除することができるものとします。

1. 利用契約の当事者は、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じたときに
は、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来
に向かって解除することができるものとします。

1. 本規約に違反した場合

2. 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手
続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申
立てがあったとき

3. 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったと
き、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた
とき

4. 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した
場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき

5. 公租公課の滞納処分を受けたとき

6. 解散したとき（合併による場合を除く。）、清算開始となったとき、
又は事業の全部（実質的に全部の場合を含む。）を第三者に譲渡した
とき

7. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分
を受けたとき



8. 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の
理由があるとき

2. ユーザーに第1項の各号のいずれかの事由が発生した場合、ユーザーの当社に
対する債務は当然に期限の利益を失い、ユーザーは全ての債務を当社に弁済
しなければならないものとします。

第16条 反社会的勢力の排除
1. 利用契約の当事者は、相手方又は利用契約締結に関する相手方の代理人若し

くは利用契約締結を媒介した者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団
員でなくなってから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求
する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であることが判明したときに
は、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来
に向かって解除することができるものとします。

2. 利用契約の当事者は、相手方が利用契約に関連して締結した契約（以下「関
連契約」といいます。）の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当
事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であるこ
とが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な
措置を講ずるよう求めることができるものとします。

3. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正
当な理由なくこれを拒否した場合、利用契約の当事者は催告を要せず相手方
に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除すること
ができるものとします。

4. 前各項に定める場合を除き、利用契約の当事者は、相手方の取締役、監査
役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイ
ザー等が反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反
社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢
力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合におい
て、その解消を求める通知を相手方が受領後相当期間内にこれが解消されな
いときは、相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向
かって解除することができるものとします。

5. 本条に基づき利用契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた
損害の賠償責任を負わないものとします。

第17条 保証の否認及び免責
1. 当社は、位置情報、自動車等の移動体の状態又は走行に関する情報の正確

性、完全性、確実性又は有用性等につき如何なる保証を行うものではありま
せん。

2. 当社は、本サービスがコンピューター・ウィルスその他の有害な要素を含ん
でいないことを保証するものではありません。



3. ユーザーは、本サービスの利用が、ユーザーに適用のある法令又は業界団体
の内部規則等の違反に該当するかの調査を自らの責任と費用において行うも
のとし、当社は、ユーザーによる本サービスの利用が、ユーザーに適用のあ
る法令又は業界団体の内部規則等に適合することを保証するものではありま
せん。

4. 本サービスに関連してユーザーと第三者との間において生じた取引、連絡又
は紛争等については、ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、
当社及び端末供給者はかかる事項について一切責任を負いません。

5. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了又は変更、ユー
ザーのメッセージ又は情報の削除又は消失､本サービスの利用によるデータの
消失又は機器の故障若しくは損傷、運営や通信の遅延（本サービスに用いて
いるサーバなどの第三者提供のサービスの障害も含む）、本サービスの利用
不能（本端末の不具合等による利用不能を含む）、不正アクセス又は改ざ
ん、その他本サービスに関連してユーザーに生じた損害につき、賠償する責
任を一切負わないものとします。

6. ユーザーは、本サービスに関して以下の各号に定める事由を認識し、了承す
るものとし、当社は以下の各号に定める事由が生じた場合にユーザーに生じ
た損害について賠償する責任を一切負わないものとします。

1. ユーザーが使用しているスマートフォン端末若しくはタブレット端末
の仕様又はソフトウェアのバージョンの違いによっては、本サービス
又は本アプリの全部又は一部の機能を使用できない場合があること。

2. ユーザーが使用しているスマートフォン端末若しくはタブレット端末
の誤動作又はシステムリソース若しくは電池残量の不足等により本
サービス又は本アプリが正常に動作しない場合があること。

3. サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内等で本端末への
電波が届きにくくなり、通信が困難になる場合があること。また、本
端末の通信中に電波状態が悪い場所に移動すると通信が途切れる場合
があること。

7. 当社は、本サービスに関連してユーザーに生じた損害について、一切賠償の
責任を負いません。消費者契約法の適用その他の理由により当社がユーザー
に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事
由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間の期間にユーザーから現実に受領した
本サービスの利用料金の総額を上限とします。

第18条 紛争処理及び損害賠償
1. ユーザーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連し

て当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりませ
ん。

2. ユーザーが、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの
者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するととも



に、ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社か
らの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3. ユーザーによる本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害
その他の理由により何らかの請求を受けた場合、ユーザーは当該請求に基づ
き当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりませ
ん。

第19条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、一

方当事者が、相手方より書面、口頭又は記録媒体等により提供若しくは開示
されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織その他の
事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開
示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は
既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自
己の責めに帰せざる事由により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限の
ある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)
秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要
なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとしま
す。

2. 利用契約の当事者は、本利用規約において別途取り決めがある場合を除き、
秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面
による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないも
のとします。

3. 第2項の定めに拘わらず、利用契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の
命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、
当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しな
ければなりません。

4. 前各項の定めに拘わらず、当社は、本サービスを広告又は宣伝する目的で、
ユーザーが本サービスの利用契約を締結したことを公表することができるも
のとし、かかる公表にあたりユーザーの名称、商標その他ユーザーを表す標
章を使用することができるものとします。但し、当社は、ユーザーの名称、
商標等の使用方法、態様についてユーザーから要望があった場合には、それ
に従うものとします。

第20条 個人情報の取扱いの委託
1. 当社は、ユーザーから開示を受けるデータ等に含まれる個人情報（本規約に

おいて個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報
を意味するものとします。）については、ユーザーの委託に基づき提供を受
けるものとします。

2. ユーザーが個人情報を本サービスにアップロードする等により当社に開示し
たときは、ユーザーは、本サービスの利用のために当社に個人情報の取扱い
を委託したものとします。



3. ユーザーは、利用者に対して、利用者が本サービスを利用することにより位
置情報、自動車等の移動体の状態又は走行に関する情報が、ユーザー及び当
社に対して送信されることについて周知、説明をしたうえで、あらかじめ利
用者から同意を得るなど、ユーザーが当社に個人データの取り扱いを委託す
るに際しては、ユーザー自身が個人情報保護法等の法令に定める手続きを履
践していることを保証するものとします。

4. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、漏えい、滅失又は毀損
の防止その他の個人情報の安全管理のため、管理責任者を定め、必要かつ適
切な措置を講じます。

5. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、漏えい、滅失又は毀損
等の事故が発生した場合、その事実を速やかにユーザーに報告し、原因の調
査を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとします。ただし、実
質的に個人情報が外部に漏えいしていないと判断される場合またはメールの
誤送信、又は荷物の誤配等のうち軽微なものの場合にはこの限りではありま
せん。

6. 当社は、ユーザーから委託された個人情報について、委託の趣旨の範囲を超
えて利用、加工、複写及び複製を行わないものとします。

第21条 プライバシーポリシー

当社では、「ユーザーのプライバシー保護を重視する」という方針に従い、厳密に
は個人情報に該当しないものの、当社として実務上可能な限り個人情報に準じた取
扱いをするものとした情報を定義し、これを個人情報と合わせて「利用者情報」と
呼んでいます。前条に従い、当社による利用者情報の取扱いについては、別途当社
の定めるプライバシーポリシーによるものとし、ユーザーはこのプライバシーポリ
シーに従って当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものと
します。

第22条 API連携サービス
1. ユーザーに対してAPI連携サービスが提供される場合、ユーザーは、自らの意

思で当該サービスを利用し、当該サービスの利用により生ずるすべての結果
について自ら責任を負うものとします。また、当社は、API連携サービスの利
用によって生じるデータの変更、開示又は消去等について責任を負わないも
のとします。

2. 当社は、当社の都合により、本APIの内容の変更又は提供の終了ができるもの
とします。当社が本APIの提供を終了する場合、当社はユーザーに事前に通知
するものとします。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について、一切
の責任を負いません。

第23条 有効期間



1. 利用契約は、第3条第4項の規定に基づき利用契約が成立した時点で効力を生
じ、見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載の契約開始日が属する月の初
日から見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載するご契約期間が経過した
時点で終了するものとします（但し、2020年11月30日時点で利用契約が成立
しているユーザーについては、見積書兼注文書又は契約内容通知書に記載の
契約開始日が属する月の翌月初日（但し、契約開始日が暦月の初日の場合に
は契約開始日）から見積書に記載するご契約期間が経過した時点で終了する
ものとします。）。但し、かかる有効期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事
者からも利用契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、自動的に
同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします｡

2. ユーザーは、当社の定める方法により当社に対して通知をすることにより利
用契約を解除することができるものとし、当該通知がなされた日が属する月
の翌月末日をもって利用契約は終了するものとします。但し、かかる解除に
より見積書兼注文書又は契約内容通知書に定める解約手数料が生じる場合に
は、ユーザーは本規約又は見積書兼注文書若しくは 契約内容通知書の記載
に従って当該解約手数料を当社に対して支払うものとします。

3. 利用契約の有効期間であっても、当社は、理由の如何を問わず、いつでも
ユーザーに対して通知することにより、利用契約を解除することができるも
のとします。かかる解除によりユーザーに生じた損害について、当社は一切
の責任を負いません。

第24条 利用契約の終了

1. ユーザーは、有効期間の満了、解除その他事由の如何を問わず利用契約が終了
した場合には、過去のデータの参照も含めて本サービスを利用することは一切
できなくなることを認識し、了承するものとします。なお、ユーザーの希望に
よりユーザーが回線維持費その他の費用を当社に支払うことで、本サービスの
利用契約終了前にユーザーが利用していた本端末を用いて再度本サービス利用
をすることができる環境を維持することができるものとします。

2. 前条第２項に基づき契約期間の満了前に契約が終了した場合、当社はユーザー
が支払済みの利用料金は返還しないものとし、ユーザーは既に支払義務の発生
した利用料金の支払義務を免れないものとします。また、ユーザーは当社に対
し、解約手数料として、本端末1デバイスあたり、月額利用料金の半額に利用料
金未払いの月数を乗じた額の金銭を支払うものとします。

第25条 規約内容の変更等
1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

2. 当社は、本規約の内容を自由に変更できるものとします。

3. 本規約のうち重要な事項について変更する場合、当社は30日前までに本規約
を変更する旨及びその内容並びにその効力発生日を当社のウェブサイトに掲
載することによりユーザーに知らせるものとします。但し、その変更内容が



全体としてユーザーの不利益とならないものと当社が判断した場合には、事
前の周知を省略して変更後の本規約を適用する場合があります。本項に基づ
き本規約を変更した後ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザー
は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第26条 連絡/通知
1. 本規約に基づく又はこれに関連する全ての通知は、手交、書留郵便又は電子

メールにより見積書兼注文書又は契約内容通知書記載の相手方の住所又は
メールアドレスに対して行うものとします。なお、いずれの当事者も本項に
基づき相手方に通知することにより、見積書兼注文書又は契約内容通知書記
載の通知先を変更することができます。

2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により
到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知
が到達したものとみなします｡

第27条 本規約の譲渡等
1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規

約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定
その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に
伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザーの登録
情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるもの
とし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとしま
す。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分
割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第28条 不可抗力

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況（火事、停電、ハッキン
グ、コンピューター・ウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、スト
ライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこ
れらに限定されない。）により利用契約上の義務（支払期限にある金銭債務は除
く。）の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行
責任を負わないものとします。

第29条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とユーザーとの完全な合意を構成
し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とユーザーとの事
前の合意、表明及び了解に優先します。

第30条 分離可能性



本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効
又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又
は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及
びユーザーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持
たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣
旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第31条 存続規定

第7条（未払がある場合）、第8条第2項、第9条第3項、第10条第2項、第11条第3項、
第12条から第14条まで、第15条第2項、第16条第5項、第17条から第21条まで、第22
条第3項、第23条第3項、第24条並びに第27条から第32条までの規定は利用契約の終
了後も有効に存続するものとします。但し、第19条については、利用契約終了後3年
間に限り存続するものとします。

第32条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争について
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第33条 協議解決

当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場
合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとしま
す。
【2016年7月1日制定】
【2016年10月17日一部改訂】
【2016年12月26日一部改訂】
【2017年2月10日一部改訂】
【2017年9月8日一部改訂】
【2017年9月21日一部改訂】
【2017年12月20日一部改訂】
【2018年12月7日一部改訂】
【2019年6月1日一部改訂】
【2019年11月20日一部改訂】
【2020年6月29日一部改訂】
【2020年10月19日一部改訂】
【2020年12月1日一部改訂】
【2021年2月5日一部改訂】
【2022年4月1日一部改訂】


